
 

 

 

高齢者や障害者など災害時の避難に支援が必要な方（避難行動要支援者）を記載した名簿「避難行動要支援者名簿」と、避難が必要

な場合に、いつ・誰と・どのように避難するか、どのような支援が必要かを記載した「個別避難計画」を作成し、平常時から地域の

避難支援等関係者（自主防災組織・民生委員・消防機関など）に提供して、日頃の見守り活動などに活用していただくとともに、地域の

助け合い（共助）によって災害時の安否確認や避難支援にも活用することで、災害時に誰一人取り残さない防災を目指す制度です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「避難行動要支援者」支援制度の概要 

※自ら避難することが困難な方 
（社会福祉施設入所者や、長期入院患者などは、 

名簿登載対象外となります） 

避難行動要支援者 

近所の方など 
※名簿は提供されません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

民生委員・自治会長・ 
自主防災組織・消防機関など 

避難支援者 

避難支援等関係者 

調整・交流 

 

６ 
災害時の避難支援 

情報伝達 
安否確認 
など 

 

５ 
個別避難計画の作成 
避難訓練の実施 

など 

 

２ 
 

３ 
意向調査票 

の返送 
 

制度のイメージ図 

 

４ 
避難行動要支援者 

名簿の提供 
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１ 
避難行動要支援 
者名簿の作成・ 

更新 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「個別避難計画」は、災害発生時に「避難行動要支援者」の安全を地域で
守るための、「共助」のツールの一つです。 
いざという時のため、「災害時に地域のみんなで助け合い、支援する体制
をつくる」ことにご協力をお願いします。 

個別避難計画の作成について 

近い将来発生が予想される南海トラフ地震や、近年多発する

豪雨災害等では、その規模が大きいほど公的な支援「公助」を

各地域に届けることが遅くなり、「自助」や地域の「共助」が

重要で、地域の皆さんの協力が欠かせません。 

災害時に避難できず、取り残されてしまう人をなくすため、

平常時から地域の皆さんと名簿を共有して、日常の見守りや災

害時の迅速な避難支援に繋げる仕組みが必要となります。 

なぜ、個別避難計画を作成するのか？ 

「避難行動要支援者名簿」に掲載されている方で、計画作成に同意された

方が対象です。 

（避難行動要支援者名簿の掲載対象者） 

〇 要介護３以上の認定を受けた方 

〇 重度の身体障害がある方（１・２級） 

〇 重度の知的障害がある方（療育手帳 A） 

〇 重度の精神障害がある方（１級） 

〇 その他災害時に避難支援を要する方 

 

※ 但し、本人が名簿提供に同意されない場合は非掲載としております。 

個別避難計画作成の対象者 

災害時に自ら避難することが困難な方（避難行動要支援者）

1人ひとりについて、あらかじめ、いつ・誰と・どこに避難

するか、避難するときにどのような配慮が必要になるかを考

え、記載したものを「個別避難計画」といいます。計画の情

報を、避難支援等関係者や避難を支援してくれる方と共有

し、普段の見守りや災害が発生したときの避難支援に活用し

ます。 

個別避難計画とは？ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【様式】個別避難計画 

個別避難計画の様式 

おもに福祉専門職

（ケアマネ・相談

支援相談員）が 

計画を作成します 

避難先へ向かう道筋

や、避難支援時の留

意事項、必要な持ち

物などを記載します 

近隣にお住まいの方

に避難時の支援協力

と計画記載の同意を

依頼し、了解を得て

「避難支援者」とし

て記載します 

［記入例］ 

要支援者ご自身や

ご自宅の状況、支

援が必要な内容を

記載します 

自宅などで安全が確保できない場合の

避難先について、原則 

①地域の公民館等（一時避難所） 

  または親族・知人宅など 

②福祉避難所（特に配慮が必要な方） 

の順に検討してください 



 

 

 

 

個別避難計画には、災害時に要支援者の避難を支援する方「避難支援者（サポーター）」を記載する項目があります。 

「避難支援者（サポーター）」は、高齢者や障害者などの要支援者に危険が迫っている際、まずはサポーターご自身・ご家族の安全を確保した

うえ、必要に応じ、対象の方の安否を確認して危険を知らせる・適切な避難路への誘導・避難のための移動の手助けなどを行います。 

 

 

避難行動要支援者への支援は、あくまでその時にできる範囲での支援であり、地域における顔見知りの関係によって成し得る支え合
いです。 
名簿登録・計画作成によって災害時の支援を保証するものではなく、避難支援等関係者は助けられなかった場合でも責任を負うもの
ではありません。 
この点を、要支援者・避難支援者（サポーター）の双方が了解のうえ、個別避難計画を立てていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「避難支援者の選定」「個別避難計画の趣旨説明」「計画掲載の同意依頼」は、要支援者ご自身やご家族、福祉専門職の方から行って

いただいても結構ですが、難しい場合は、町や社会福祉協議会から区長や民生委員などの協力を得て、選定や同意依頼を行います。 

また、避難支援者となっていただいた方には、要支援者の避難支援者となっている旨を記載した文書を送付します。 

避難支援者（サポーター）とは 

避難支援者の責任 

平常時にお願いしたいこと 

・日頃からの声かけ 

・自治会活動に参加する 

…など、顔が見える関係づくり 

 

・地域の避難訓練などへの積極的な参加 

災害発生時にお願いしたいこと 

① 避難支援者（サポーター）ご自身・ご家族の安全確保 

② 要支援者の安否確認 

※ 連絡がつかない場合は、何らかの事情で動けなくなっている可能性があるため

消防などへの連絡をお願いします 

③ 避難が必要であれば、要支援者と一緒に避難する 
※ 可能であれば、避難に際し必要な携行品（処方薬、看護・介護用品）の確認 

避難支援者の選定・個別避難計画の説明・計画掲載の同意依頼 


